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第1章 総 則 

 

 （規約の適用） 第1条

本規約は、SBペイメントサービス株式会社（以下、｢SBPS｣といいます）の提供する交通系

電子マネー決済サービス（以下、「本サービス」といいます）の利用に関し適用されるもので、

加盟店は、本規約に従って本サービスを利用することができるものとします。 

2.  本規約の他に SBPSが別途定める特約、その他のガイドライン（以下、｢諸規程｣といいます）

は、それぞれ本規約の一部を構成するものとします。 

3.  本規約の規定と前項の諸規程の内容が矛盾する場合、別段の定めがない限り、当該諸規程の

内容が優先して適用されるものとします。 

 

 （規約の変更） 第2条

SBPSは、一定の予告期間をもって SBPSが適当と判断する方法で加盟店に通知することに

より、本規約を変更することができるものとします。 

 

 （用語の定義） 第3条

本規約において使用する用語の意味は、別途定義されない限り、以下のとおりとします。 

(1) 加盟店 
本規約を承認の上、SBPS に加盟を申し込み、SBPS が加盟を認めた

法人、団体および個人事業主 

(2) 交通系電子マネー取扱

店舗 
加盟店が運営する、交通系電子マネー取引を行う店舗または施設 

(3) 交通系電子マネー取引 
利用者が加盟店より、商品等の対価の支払いに交通系電子マネーを利

用する取引 

(4) 交通系電子マネー 

発行者が IC カード等に記録される金額に相当する対価を得て、運営

事業者の定める方法で IC カード等に記録した金銭的価値をいい、加

盟店が取扱う電子マネーとして、SBPSが指定したもの 

(5) 発行者 交通系電子マネー発行者と他社発行交通系電子マネー発行者の総称 

(6) 交通系電子マネー 

発行者 
運営事業者が、電子マネーの発行者として指定する会社、組織 

(7) 他社発行交通系電子マ

ネー発行者 

相互利用事業者が他社発行交通系電子マネーの発行者として指定する

会社、組織 

(8) 運営事業者 交通系電子マネーの運営および管理を統括する別表１号の事業者 

(9) 相互利用事業者 運営事業者と相互利用契約を締結した事業者 

(10) 他社発行交通系電子マ

ネー 

相互利用事業者が、ICカード等に記録される金額に相当する対価を得

て、相互利用事業者の定める方法で IC カード等に記録した金銭的価

値をいい、別表第 2号に定めるものに限る（交通系電子マネーを除く

ものとします） 
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(11) ICカード等 
利用者が交通系電子マネーを記録・利用するための、ICチップを内蔵

するカード等の情報記録媒体 

(12) 利用者 

発行者または運営事業者が定める交通系電子マネーに関する取扱規則

や約款（付随する細則等を含み、以下、「交通系電子マネー取扱規則」

といいます）に同意し、交通系電子マネー等を利用するもの 

(13) 商品等 
加盟店が利用者に販売または提供する、物品・サービス・権利・ソフ

トウェア等 

(14) 端末等 

運営事業者の定める仕様に合致し、交通系電子マネーの読取り、引去

りができる機器、発行者および相互利用事業者が特に認めた場合は書

込みをすることができる機器（リーダ・ライタ）、およびこれに付帯す

る機器等 

(15) 移転 

ネットワーク、端末等を媒介することにより、ICカード等に記録され

ている一定額の電子マネーを引去り、発行者の電子計算機、ICカード

等または加盟店の端末等に同額の交通系電子マネーが積み増しされる

こと 

(16) 偽造 
発行者の承認を受けずに複製等により、交通系電子マネーと同様また

は類似の機能を持つ電子的情報を作出すること 

(17) 変造 

発行者の承認を受けずに交通系電子マネーに変更を加え、元の交通系

電子マネーと内容が異なり、かつ交通系電子マネーと同様または類似

の機能を有する電子的情報を作出すること 

(18) チャージ 
発行者の定める方法で IC カード等に交通系電子マネーを積み増しす

ること 

 

第2章 加盟店 

 

 （加盟店契約の申込） 第4条

加盟店契約の申込は、本規約および諸規程を承諾のうえ、SBPS が定める手法により行うも

のとします。 

2.  加盟店は、前項の申込の際に、交通系電子マネー取扱店舗を届け出るものとします。なお、

加盟店は、交通系電子マネー取扱店舗を追加、取消しする場合についても SBPS所定の方法で

届け出るものとします。 

3.  SBPSは、前2項により届出のあった所在地または登録されたメールアドレス等に送付書類、

電子メール等を郵送、送信した場合には、延着または到着しなかった場合であっても、通常到

着すべきときに到着したものとみなします。 

 

 （加盟店契約の成立） 第5条

加盟店契約は、前条に定める申込に対し、SBPS または運営事業者が審査のうえ承諾を通知

し、SBPS が定める加盟店登録手続が完了した日に、本規約を内容として成立するものとしま

す。 
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2.  前項の定めにかかわらず、SBPSは、加盟店契約の申込を承諾することが技術上または SBPS

の業務の遂行上著しい支障をきたすおそれがあると SBPSが判断した場合、加盟店契約の申込

を承諾しないことがあるものとします。 

3.  SBPS は、加盟店契約の申込を承諾する場合には、加盟店に対し、専用の加盟店識別番号を

付与するものとします。なお、加盟店が加盟店識別番号の追加、取消しを希望する場合の手続

きは、SBPSが別途定める手続きによるものとします。 

4.  加盟店は、交通系電子マネー取扱店舗内外の公衆の見やすいところに SBPSが定める加盟店

標識を掲げるものとします。なお、加盟店は、SBPS から加盟店標識の内容が変わった旨の通

知を受けた場合には、当該通知に従うものとします。 

5.  加盟店は、SBPS、運営事業者または発行者およびそれらの委託先が、交通系電子マネーの利

用促進のために、加盟店の個別の了承なしに、印刷物などに加盟店の商号、屋号その他営業に

用いる名称および所在地などを掲載または表示することを、あらかじめ異議なく認めるものと

します。 

6.  加盟店は、交通系電子マネー取扱店舗に対して、本規約の規定を周知徹底し、かつ、遵守さ

せるものとします。 

7.  加盟店は、SBPS と運営事業者または発行者の契約関係に変動が生じたときは、SBPS から

の通知により交通系電子マネー取引において利用することのできる電子マネーの範囲も変動す

ることに同意するものとします。 

 

 （標識類の購入） 第6条

加盟店は、SBPS または SBPS の指定する者から加盟店に設置するための販売促進を目的と

する標識等を購入する場合、別途 SBPSまたは SBPSの指定する者が請求する金額を SBPSが

指定する期日までに SBPSまたは SBPSの指定する者に対し支払うものとします。なお、本条

に基づき支払われた代金は、加盟店契約が解約または解除された場合にも返還されないものと

します。 

 

 （商品等） 第7条

加盟店は、SBPS に対し、事前に交通系電子マネー取引の取扱対象となる商品等を通知し、

SBPS の承認を得るものとします。なお、SBPS の承認を得た後に、商品等の内容を変更する

場合についても同様とします。 

2.  加盟店は、前項の承認を得た後においても、SBPS より取扱中止要請があった場合、その指

示に従うものとします。 

3.  カード加盟店は、電子マネー取引において以下の商品等を取り扱うことはできないものとし

ます。 

(1) 公序良俗に反するもの 

(2) 銃砲刀剣類所持等取締法（昭和 33 年法律第 6 号）・麻薬および向精神薬取締法（昭和 28

年法律第 14号）・ワシントン条約・医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確

保等に関する法律（昭和 35 年法律第 145 号）等の法令の定めに違反するもの、またはそ

の恐れがあるもの 

(3) 第三者の著作権・肖像権・知的所有権等を侵害し、または侵害する恐れがあるもの 

(4) 運営事業者の規則等により取扱いが禁止されるもの（運営事業者が公序良俗に反すると判

断したもの、および運営事業者の規則等における取扱条件を満たさないものを含むものと

します）。 

(5) 電子マネーの不正利用に繋がる恐れのあるもの 

(6) 日本ならびに外国の紙幣・貨幣、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券、その
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他の有価証券等の換金性の高い商品および SBPS が別途指定した商品等。ただし、SBPS

が個別に認めた場合はこの限りではないものとします。 

(7) 語学教室、エステティックサロン、パソコン教室、結婚情報提供、学習塾、家庭教師等の

特定継続的役務に該当するもの。ただし、SBPS が個別に認めた場合はこの限りではない

ものとします。 

(8) 所轄官庁が電子マネー決済を認めていないもの 

(9) その他、SBPSが不適当と判断したもの 

4.  加盟店は、旅行商品、酒類、米類等の販売にあたり許可を得るべき商品等を取扱う場合は、

SBPSに対し、事前にこれを証明する関連書類を提出し承認を得るものとします。 

 

 （商品等の告知） 第8条

加盟店は、加盟店の責任と負担において、商品等に関する告知の企画・制作を行うものとし

ます。 

2.   加盟店は、前項の告知にあたり、以下の事項を遵守するものとします。 

(1) 法令および行政通達等に違反しないこと。 

(2) 利用者の判断に錯誤を与える恐れのある表示をしないこと。 

(3) 公序良俗に反する表示をしないこと。 

3.   加盟店は、商品等の告知にあたり商品等代金をすべて円建てで表示するものとします。ただ

し、SBPSが別途定める場合は、この限りではないものとします。 

4.  加盟店は、SBPS の指示に従い、企画・制作した告知の内容について、事前に SBPS に届け

出るものとし、これを変更する場合も同様とします。 

 

 （端末等） 第9条

    加盟店は、SBPS が別途定める端末等についての特約に従い、端末等を利用するものとしま

す。 

 

 （調査・協力） 第10条

加盟店は、加盟店契約に関連して、SBPS が加盟店に対して加盟店の事業内容・決算内容、

利用者の交通系電子マネーの利用状況、交通系電子マネー取引の内容・方法等、その他 SBPS

が必要と認めた事項に関して調査、報告、資料の提示を求めた場合は、速やかに応じるものと

します。 

2.  加盟店は、盗難・紛失、偽造・変造等された交通系電子マネーによる電子マネー取引、交通

系電子マネーの不正使用、またはこれに起因する交通系電子マネー取引に係る被害が発生した

場合に、SBPS が加盟店に対してこれらの状況等に関する調査の協力を求めた時には、加盟店

は誠実に協力するものとします。また、加盟店は、SBPSからの指示があった場合もしくはSBPS

が必要と判断した場合には、加盟店を所管する警察署へ対象となる交通系電子マネー取引につ

いて被害届を提出するものとします。 

3.  第 1 項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとしま

す。 

(1) 必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法 

(2) 加盟店またはその役員もしくは従業者に対して質問し説明を受ける方法 

(3) 加盟店の施設または設備に立ち入り調査する方法 

4.  加盟店は、第 1 項または第 2 項に定める事項について、運営事業者または発行者から調査の

協力を求められた場合には、その求めに速やかに応じるものとします。 

5.  SBPS は、加盟店に対し、加盟店契約に関し、SBPS 所定の事項について定期的にまたは必
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要に応じて調査または報告を求めることができるものとします。 

6.  加盟店は、行政機関等から加盟店契約に関し、調査または立入検査等を求められた場合には、

これに協力するものとします。 

7.  SBPS は、加盟店が行う交通系電子マネー取引が不適当であると判断したときは、加盟店に

対し当該加盟店における取扱商品、広告表現および交通系電子マネー取引の方法等の変更もし

くは改善または販売等の中止を求めることができるものとします。 

 

第3章 交通系電子マネー取引 

 

 （交通系電子マネー取引の方法） 第11条

加盟店は、利用者が交通系電子マネー取引を求めた場合は、本規約に従い、正当かつ適法に

交通系電子マネー取扱店舗において交通系電子マネー取引を行うものとします。ただし、SBPS

が別に定める場合は、この限りではないものとします。 

2.  加盟店は、提示された ICカード等について端末等に無効である旨の表示がなされた場合には、

当該 IC カード等を提示した利用者に対して交通系電子マネー取引を行ってはならないものと

します。 

3.  加盟店は、明らかに模造もしくは破損と判断できる ICカード等を提示された場合、または明

らかに不正使用と判断できる場合は交通系電子マネー取引を行ってはならないものとし、直ち

にその事実を SBPSの指定する連絡先に連絡するものとします。 

4.  加盟店は、本規約および交通系電子マネー取扱規則の内容に同意し、これに従い利用者と交

通系電子マネー取引を行うものとする。 

5.  交通系電子マネー取引においては、利用者の ICカード等から端末等に、商品等の代金額に相

当する交通系電子マネーの移転が完了した時点で、利用者の加盟店に対する代金債務は消滅す

るものとします。 

6.  加盟店は、交通系電子マネー取引を行うにあたっては、端末等により商品等の代金額の入力、

移転を行うものとします。このとき加盟店は、利用者に対し、商品等の代金額および交通系電

子マネーの残額の確認を求め、その承認を取得するものとします。 

7.  加盟店は、利用者に対し、1回の交通系電子マネー取引を 2枚以上の ICカード等により行わ

せることはできないものとします。なお、利用者の交通系電子マネーの残額が商品等の代金額

に満たない場合は、SBPS、運営事業者または発行者が特に認めた場合を除き、現金その他の支

払い方法により不足分の決済を行うものとします。ただし、 交通系電子マネー等の残高が取引

代金に満たない場合においても、現金その他の支払 方法による不足分の決済を行うことができ

ない場合があるものとします。 

8.  加盟店が交通系電子マネー取引の売上として利用者の IC カード等から引去ることができる

交通系電子マネーは、当該取引において提供される商品等の代金額に相当する額（税金・送料

等を含むものとします）のみとし（ただし、前項による取引の場合に現金その他の支払い方法

により決済した額を除くものとします）、現金の立て替えおよび過去の売掛金の精算等を含める

ことはできないものとします。なお、加盟店は、交通系電子マネー取引に際し、通常 1 回の取

引で処理されるべきものを、みだりに複数回に分割して取引してはならず、また交通系電子マ

ネー取引に際し、チャージと移転をみだりに複数回繰り返すこと等もできないものとします。 

9.  加盟店は、システムの障害時、システムの通信時、またはシステムの保守管理に必要な時間

およびその他やむを得ない場合には、交通系電子マネー取引を行うことができないことをあら

かじめ承認するものとします。この場合の逸失利益、機会損失等については、いかなる場合に

も SBPS、運営事業者および発行者はその責任を負わないものとします。 
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10.  加盟店は、本条に定める事項を善良なる管理者の注意義務をもって行うものとします。 

11.  加盟店の責めに帰すべき事由に基づき、利用者から交通系電子マネー取引および商品等に関し、

苦情、相談を受けた場合および利用者との間において紛議が生じた場合には、加盟店の費用と

責任をもって対処し解決するものとします。 

 

 （改善措置等） 第12条

SBPS は、事前の審査・承諾の有無にかかわらず、加盟店の交通系電子マネー取引の方法、

商品等内容、告知の方法、安全化措置等について、改善措置等が必要と判断した場合には、加

盟店に対して変更・改善もしくは販売中止を求めることができるものとし、加盟店はその要求

に従い速やかに適切な措置を取るものとします。 

 

 （加盟店の義務） 第13条

加盟店は、利用者からの商品等の購入を受け付けるにあたり、以下の事項を遵守して交通系

電子マネー取引を行うものとします。 

(1) 法令および行政通達等に違反しないこと。 

(2) 第 7 条（商品等）第 3 項、および第 11 条（交通系電子マネー取引の方法）第 9 項に定め

る場合または、当該電子マネー取引を行ったならば本規約に違反することになる場合を除

き、正当な理由なく利用者との交通系電子マネー取引を拒絶したり、直接現金払いやその

他の支払い手段の利用を要求したり、それらの利用の場合と異なる代金を請求したり、交

通系電子マネー取引に本規約に定める以外の制限を設けたりする等、電子マネー取引によ

らない一般の顧客よりに不利となる差別的取扱いを行わないこと。 

2.  加盟店は発行者と利用者との契約関係を承認し、交通系電子マネーに関するシステムの円滑

な運営、および交通系電子マネー取引の普及向上に協力するものとします。また加盟店は、SBPS、

発行者または運営事業者より電子マネーの利用または販売促進施策、およびこれにかかわる掲

示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとします。 

3.  加盟店は、本規約に定める義務等を交通系電子マネー取扱店舗または加盟店の従業員、その

他加盟店の業務を行うものに遵守させるものとします。なお、加盟店は、交通系電子マネー取

扱店舗または加盟店の従業員、その他加盟店の業務を行うものの行為について一切の責任を負

うものとします。 

4.  加盟店は、本規約により認められている場合および運営事業者の事前の書面による承諾を得

た場合を除き、運営事業者の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品または営業に関

する一切の表示（以下、「運営事業者等の表示」といいます）および運営事業者等の表示と誤認、

混同を生じさせる表示を使用してはならないものとします。 

5.  加盟店は、運営事業者の定める商標等に関して、紛議が発生した場合は、SBPS にその旨を

直ちに連絡するものとします。ただし、加盟店の責めに帰すべき事由により紛議が発生した場

合には、加盟店が、SBPS、運営事業者が負担した費用等を補償するものとします。 

 

 （加盟店の禁止行為） 第14条

加盟店は、次の各号に定める行為またはこれに類似する行為を行ってはならないものとしま

す。また、加盟店または交通系電子マネー取扱店舗の従業員あるいは役員が次の各号に定める

行為またはこれに類する行為を行った場合には、加盟店が自らこれを行ったものであるとみな

されるものとします。 

(1) 加盟店が加盟店として届け出た名義を第三者に使用させ、または第三者が使用することを

容認し、あたかも加盟店が当該顧客と直接取引をしたかのように装うこと。 

(2) 顧客との間に真実取引がないのに、それがあるかのように電子マネー利用者と通謀しある
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いは電子マネー利用者に依頼して取引があるかのように装うこと。 

(3) 顧客と取引を行うあるいは取引の勧誘にあたり、違法または不適切な行為を行うこと。 

(4) 加盟店の過去の売掛金の回収のために加盟店契約に基づく決済を利用すること。 

(5) 第三者の売掛金の決済・回収のために加盟店契約に基づく決済を利用すること。 

(6) 公序良俗に違反することその他監督官庁から改善指導・行政処分等を受けるまたは受ける

おそれのある行為をすること。 

(7) SBPSが承認した場所以外で交通系電子マネー取引を行うこと。 

(8) その他加盟店契約または法令、商習慣等に反した電子マネー取引を取り扱うこと。 

(9) 交通系電子マネー取引に関する情報、端末、加盟店標識などを本規約に定める以外の用途

に使用すること。また、これらを第三者に使用させること。 

 

 （商品等の引き渡し・提供） 第15条

加盟店は、交通系電子マネー取引を行った場合、利用者に対し、直ちに商品等を引き渡しま

たは提供するものとします。なお、交通系電子マネー取引を行った日に商品等を引き渡し・提

供することができない場合には、加盟店は、利用者に対して書面をもって引き渡し時期・引き

渡し期間または提供時期・提供期間を通知するものとします。 

2.  加盟店は、交通系電子マネー取引による商品等を複数回に分けてまたは継続的に引き渡しも

しくは提供する場合には、あらかじめ書面または適切な方法をもって引き渡し時期・引き渡し

期間または提供時期・提供期間を SBPS に申し出、SBPS の承認を得るものとします。また、

この場合において、加盟店の事由により商品等の全部または一部の引き渡しまたは提供をする

ことが不能または困難となったときは、加盟店は直ちにその旨を利用者および SBPSに連絡す

るものとします。 

 

 （無効 ICカード等の取扱い） 第16条

加盟店は、発行者から特定の ICカード等を無効とする旨の通知を受けた場合（特定の IC カ

ード等を無効とする旨のデータ（以下、「ネガデータ」といいます）を交通系電子マネー端末が

受信した場合を含むものとします）、当該通知によって無効とされた IC カード等の提示者に対

して電子マネー取引を行ってはならないものとします。また、加盟店は、無効とされた ICカー

ド等について、SBPSの指示に従った取扱いを行うものとします。 

 

 （偽造および変造された電子的情報の取扱い等） 第17条

加盟店は、交通系電子マネー端末に受取った電子的情報が、偽造または変造されたものであ

ることが判明した場合には、SBPS の指定する方法により、SBPS にその旨をすみやかに連絡

するとともに、当該電子的情報について、SBPSの指示に従った取扱いを行うものとします。 

2.  加盟店は、前項に違反して交通系電子マネー取引を行った場合、SBPS に対し、当該取引に

かかわる売上金額の支払いを請求することができないものとします。 

3.  SBPSは、加盟店が本条第1項に規定する連絡を含む本加盟店契約上の義務を遵守した場合、

当該加盟店に対し、SBPS は、端末等より SBPS が確認することができる額を限度として、偽

造または変造された電子的情報について金銭による補償を行うものとします。ただし、SBPS

が合理的な資料に基づき以下の各号の事実のいずれかを証明した場合には、この限りではない

ものとします。 

(1) 加盟店または、加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者（委託先（第 31 条（業務委

託）第 1項で定義）を含むものとします）が故意または過失により当該偽造または変造に

何らかの関与をした場合 

(2) 加盟店が当該電子的情報を受ける際に、当該電子的情報が偽造または変造されたものであ
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ることを知っていた場合、または加盟店が重大な過失により当該電子的情報が偽造もしく

は変造されたことを知らなかった場合 

 

 （返品等の取扱い） 第18条

加盟店は、交通系電子マネー取引にあたり、返品その他により利用者との交通系電子マネー

取引の取消しを行う場合、利用者に対して当該電子マネー取引による売上金額相当の金員を現

金で払い戻すものとします。この場合であっても、加盟店は SBPSに対して別途定める取扱手

数料を支払うものとします。ただし、SBPS が指定する条件により交通系電子マネー取引を取

消す場合には、交通系電子マネーを当該取引に使用した ICカード等に積み増すことにより払い

戻しができるものとします。 

2.  加盟店は、「交通系電子マネー取扱規則」の電子マネーの利用制限に定める場合に該当するお

それがあると合理的に判断した場合、本規約に別段の定めがあるときを除き、SBPS の指定す

る方法により、その旨をすみやかに連絡し、SBPS から特段の指示がある場合にはこれに従う

ものとします。 

 

第4章 売上・精算 

 

 （電子的情報の送受信および交通系電子マネー取引の売上金額の確定） 第19条

加盟店は、交通系電子マネー取引によって利用者の ICカード等より移転された交通系電子マ

ネーおよびこれに付随する情報を、SBPS の定める通信手段・手順等により SBPS の指定する

情報処理センター等に移転および送信を行うものとし、またネガデータ等を受信するものとし

ます。 

2.  前項の通信にかかわる費用は、加盟店の負担とします。 

3.  加盟店と SBPSの間の交通系電子マネー取引に関する売上金額は、加盟店が端末等を使用し、

SBPS が定める通信手段・手順により SBPS の指定する情報処理センター等への移転を完了さ

せ、その後SBPSの指定する情報処理センター等からSBPSに送信が正常に完了された時点で、

確定するものとします。 

4.  加盟店は、第 11条（交通系電子マネー取引の方法）第 5項所定の時点で、利用者の加盟店に

対する代金債務を発行者が免責的に引き受け、その後直ちに、SBPS が当該代金債務を発行者

から免責的に引き受けることに同意するものとします。 

  

 （売上金額の確認） 第20条

SBPS は、前条により、売上確定した商品等代金を、当該売上確定した日を基準に、以下の

取扱期間（以下、商品等代金を支払う際の集計対象となる期間を「取扱期間」といいます）で

集計を行い、各締日から起算して SBPSの 5営業日までにまでに、取扱期間中に売上確定した

内容、第 4項に定める本サービス利用の対価および加盟店への入金予定金額を記載した報告書

（以下、「報告書」といいます）を、加盟店に送付するものとします。 

取扱期間 締日 

毎月 1日から 15日 15日 

毎月 16日から末日 末日 

2.  加盟店は、報告書受領後速やかに、記載内容を確認するものとします。報告書が送付された

月の末日までに連絡がない場合、SBPS は、加盟店が報告書の記載内容を異議なく承認したも

のとみなします。  
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3.  前項の規定にかかわらず、加盟店に故意または重大な過失がある場合を除き、端末等から

SBPS へ交通系電子マネーの移転がなされなかった場合で、かつ SBPS において端末等に保存

されていた記録により当該電子マネーの金額を確認できた場合には、SBPS は加盟店に対し、

当該確認ができた金額に関する電子マネー取引精算金（売上金額の合計より手数料を差し引い

た金額）の支払いを行うものとします。 

 

 （電子マネー取引の精算、取扱手数料） 第21条

加盟店は、本サービス利用の対価として、SBPS が別途定める書面（申込書、双方が合意し

た書面（覚書）等を含み、これに限らないものとします）に記載された費用等（決済サービス

利用料、トランザクション費を含みますがこれらに限りません。以下、「取扱手数料」といいま

す）を支払うものとします。 

2.  加盟店は、取扱手数料を、SBPS 所定の期日までに SBPS が指定する金融機関口座に振り込

み支払うものとします。なお、振込手数料は、加盟店の負担とします。 

3.  SBPS は、加盟店に対し、下表の支払日に報告書に記載の取扱期間の売上金額の合計から取

扱手数料を差し引いた金額（以下、「電子マネー取引精算金」といいます）を、加盟店が指定す

る金融機関口座に振り込み支払うものとします。 

取扱期間 締日 支払日 

毎月 1日から 15日 15日 当月末日（金融機関休業日の場合は前営業日） 

毎月 16日から末日 末日 翌月 15日（金融機関休業日の場合は翌営業日） 

4.  前 2項に定める SBPSの支払額がマイナスとなった場合、加盟店は、SBPSに対し、当該マ

イナス分を、報告書受領月の翌月末日（金融機関休業日の場合は前営業日）までに、SBPS が

指定する金融機関の口座に振り込み支払うものとします。なお、振込手数料は加盟店の負担と

します。また、SBPS は、SBPS の判断により翌月以降の売上金額等からマイナスとなった部

分を差し引く方法によりマイナス分を回収することができるものとします。 

5.  SBPS は、加盟店が、オンライン上の管理画面において決済情報および決済履歴等を SBPS

所定の期間閲覧できるようにするものとします。 

6.  SBPS は、加盟店と協議のうえ、取扱手数料および支払方法を変更することができるものと

します。ただし、SBPS の責めに帰さない事由（運営事業者または発行者の判断等をいい、こ

れに限らないものとします）により取扱手数料を変更する必要が生じた場合、SBPS は、加盟

店に事前に通知のうえ、取扱手数料を変更することができるものとします。 

7.  SBPS は、加盟店に対して取扱手数料以外に債権を有する場合、電子マネー取引精算金より

当該債権額を差し引けるものとします。また、SBPS は、加盟店が電子マネー取引精算金以外

に SBPSに対し加盟店契約に関する債権を有する場合、電子マネー精算金と合わせて当該債権

額を支払うことができるものとします。 

8.  前項の場合、SBPS が加盟店に報告書を送付している場合には、SBPS はこの報告書に前項

記載の取扱いを記載するものとします。 

9.  SBPS の故意または過失によらずして精算対象となる交通系電子マネーの金額の合計額が算

出できなかった場合、SBPS は、加盟店に対してその算定のために必要な協力を求めることが

出来るものとし、加盟店は、その求めに応じなければならないものとします。 

 

 （電子マネー取引精算金の支払いの取消しおよび留保） 第22条

交通系電子マネー取引または当該電子マネー取引により加盟店から SBPS へ移転された交

通系電子マネーが以下のいずれかの事由に該当する場合、SBPS は加盟店に対し、当該電子マ
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ネー取引に関する支払いの義務を負わないものとします。ただし、本項第 6 号に該当する場合

で、SBPS が当該電子マネー取引に関する電子マネー取引精算金の支払いを承認した場合はこ

の限りではないものとします。 

(1) 加盟店から SBPSへ移転された交通系電子マネーが正当なものでないとき（当該電子マネ

ーが偽造または変造されたものであった場合を含みますが、これらに限らないものとしま

す。） 

(2) 第 7条（商品等）第 3項に違反して交通系電子マネー取引を行ったとき 

(3) 第 11条（電子マネー取引の方法）に違反して交通系電子マネー取引を行ったとき 

(4) 第 13条（加盟店の義務）に違反して交通系電子マネー取引を行ったとき 

(5) 第 16条（無効 ICカード等の取扱い）に違反して交通系電子マネー取引を行ったとき 

(6) 第 19 条（電子的情報の送受信および交通系電子マネー取引の売上金額の確定）に基づく

移転、送信および受信を行わなかったとき 

(7) ICカード等または交通系電子マネーが、その他の明らかな不正使用されることにより、交

通系電子マネー取引が行われた 

(8) その他加盟店が本契約に違反した時 

2.  SBPS が、加盟店に対し前項に該当する交通系電子マネー取引にかかる電子マネー取引精算

金を支払った後に、前項各号の事由に該当することが判明した場合には、加盟店は直ちに SBPS

の指定する方法により SBPSに対し当該電子マネー取引精算金を返還するものとします。なお、

加盟店が当該電子マネー取引精算金を返還しない場合には、SBPS は次回以降支払いとなる加

盟店に対する電子マネー取引精算金から当該電子マネー取引精算金を差し引くことができるも

のとします。 

3.  SBPS が、電子マネー取引または当該電子マネー取引に関し加盟店から SBPS へ移転された

電子マネーについて第 1 項各号の事由のいずれかに該当する可能性があると認めた場合には、

SBPS は調査が完了するまで当該電子マネー取引にかかる電子マネー取引精算金の支払いを留

保することができるものとし、SBPS は当該留保期間中の遅延損害金の支払いを免れるものと

します。 

4.  前項の調査開始より 30日を経過したとしても、第 1項記載の各事由のいずれかに該当する可

能性があると SBPS が認めた場合には、SBPS は当該電子マネー取引精算金の支払い義務を負

わないものとします。なお、この場合においても加盟店および SBPSは調査を続けることがで

きるものとします。 

5.  第 3項または前項後段の規定により引き続き調査を行ったときで、当該調査が完了し、SBPS

が当該電子マネー取引にかかわる電子マネー取引精算金の支払いを相当と認めた場合には、

SBPSは当該電子マネー取引精算金を支払うものとします。 

 

第5章 情報管理等 

 

 （秘密保持） 第23条

加盟店および SBPSは、加盟店契約を履行するにあたり知り得た相手方の業務上、技術上、

営業上の秘密等一切の情報（媒体および手段の如何を問わず、複製物および二次的資料も含む

ものとします、以下、「秘密情報」といいます）を、加盟店契約の履行のためにのみ使用するも

のとします。また、加盟店および SBPSは、善良なる管理者の注意義務をもって秘密情報を保

管・管理するものとし、相手方の書面による承諾なくして、秘密情報を加盟店契約の履行以外

の目的に使用したり、第三者に開示・漏洩したりしないものとします。ただし、次の各号のい

ずれかに該当する情報は、秘密情報に該当しないものとします。 
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(1) 開示を受けた時、既に公知または公用となっていた情報 

(2) 開示を受けた後、受領者の責めによらず公知または公用となった情報 

(3) 開示を受けた時、既に受領者が適法に保有していた情報 

(4) 正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報 

(5) 開示を受けた情報によらず独自に開発した情報 

2.  加盟店および SBPSは、相手方より開示された秘密情報を滅失、毀損、漏洩等することがな

いよう善良な管理者の注意をもって管理し、当該秘密情報が滅失、毀損、漏洩等する事態が発

生した場合には、その一切の責任を負うものとします。 

3.  前項の定めにかかわらず、裁判所の命令その他公的機関による法令に基づく開示の要求に応

じる場合はこの限りではないものとします。この場合において、加盟店または SBPSは、相手

方に対して通知することについて法令等で制限がある場合を除き、原則として、開示に先立ち、

相手方に対して開示要求がなされた旨を書面により通知するものとし、開示される秘密情報の

範囲を必要最小限に努めるものとします。 

4.  本条第 1項の規定にかかわらず、加盟店および SBPSは、加盟店契約の履行のために秘密情

報を知る必要のある自社の役員（執行役員を含むものとします）、従業員（雇用の形態を問わな

いものとします）、顧問弁護士、公認会計士および受託者（以下、総称して「従業員等」といい

ます）に、加盟店契約に基づいて行う業務の履行に不可欠な範囲に限り、相手方の秘密情報を、

相手方の書面による事前の同意を得ることなく開示することができるものとします。この場合

に、加盟店および SBPSは、従業員等に対し、加盟店契約と同等の義務を負わせかつその一切

の責任を負うものとします。 

5.  加盟店および SBPSは、加盟店契約が終了した場合または相手方の指示、要求がある場合に

は、その指示、要求内容に従い秘密情報の返却または廃棄その他の処分を行うものとします。 

 

 （個人情報等の管理責任） 第24条

加盟店は、利用者に関する個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成 15年 5月 30日法

律第 57 号）第 2 条第 1 項に定める個人情報をいいます）を取得、管理する場合は関連法令を

遵守のうえ、厳重に保管し、法令等に基づき開示請求された場合を除き、SBPS の書面による

事前の承諾を得ることなく第三者に提供、開示または漏洩せず、本規約に定める業務目的以外

の目的に使用してはならないものとします。 

2.  加盟店は、個人情報の利用目的が終了次第速やかに加盟店の責任のもとに個人情報等を破棄

または消去等するものとします。 

3.  加盟店は、自らの責任において、個人情報を第三者に閲覧・改ざん・破壊されることがない

よう必要な措置を講じて保管、管理するものとします。また、SBPS は加盟店に対して個人情

報の管理に必要な情報セキュリティ基準を別途指定することができ、この場合、加盟店は SBPS

が指定した基準を遵守するものとします。 

4.  加盟店は、本条の内容を遵守するために、社内規程の整備、システムの整備・改善、従業員

教育、委託先の監督その他の必要な措置をとるものとします。 

5.  加盟店は、加盟店契約に関し、個人情報の漏洩その他の事故が発生した場合、または当該事

故等の発生のおそれがあることを知った場合には、当該事由の発生に関する帰責の如何に関わ

らず、直ちに SBPSに連絡するとともに、SBPSの指示に従うものとします。 

 

 （安全化措置） 第25条

加盟店は、利用者との間で本規約に基づき交通系電子マネー取引に関わる通信をする時は、

SBPS 所定の方法により、交通系電子マネー取引に関わる一切の情報およびシステムを第三者

に閲覧・改竄・破壊されないための安全化措置を講じるものとします。 
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2.  前項の安全化措置については、SBPS または運営事業者所定の方法による場合であっても、

SBPS が情報の保全を目的とした改善をなすことを申し出た場合には、加盟店は、その趣旨に

基づき前項の安全化措置について所要の改善を講じるものとします。但し、SBPS または運営

事業者は、いかなる場合であっても、前項の安全化措置 または本項の改善の結果について、安

全性を保証するものではないものとします。 

  

 （SBPSによる受託者への個人情報等の提供） 第26条

SBPS は、加盟店へのサービス提供に関する業務等を第三者に委託するため、加盟店から預

託を受けている個人情報を当該第三者に提供する場合があるものとします。この場合において、

SBPSは、当該第三者が個人情報を漏洩等しないよう、責任をもって監督するものとします。 

 

 （第三者からの申立） 第27条

個人情報等の漏洩等に関し、利用者を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、SBPS

に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、加盟店は当該申立の調査、解決等につき SBPS

に全面的に協力するものとします。 

2.  前項の第三者からの SBPSに対する申立が、加盟店の責任範囲に属するときは、加盟店は、

SBPS が当該申立を解決するのに要した一切の費用（直接の費用であるか間接の費用であるか

を問わず、弁護士費用等を含むものとします）を負担するものとし、加盟店は SBPSの請求に

従い、当該費用相当額を直ちに支払うものとします。 

 

第6章 加盟店情報の取扱い 

 
 （加盟店情報の取得・保有・利用） 第28条

加盟店、加盟店契約の申込者およびその代表者（以下、これらを総称して「加盟店等」とい

います）は、SBPS による加盟店等との取引に関する審査（以下、「加盟審査」といいます）、

その後の加盟店管理および取引継続に係る審査、本規約に基づく業務遂行、加盟店契約に関す

る商品・機能その他のサービスの案内、商品開発もしくは市場調査のために、加盟店等に係る

次の情報（以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます）を SBPSが適当と認め

る保護措置を講じたうえで SBPSが取得・保有・利用することに同意するものとします。また、

加盟店等は、SBPS が二重加盟や二重契約の防止等の理由から他のカード取扱に係る申込時の

審査ならびに加盟後の管理および取引継続に係る審査のために加盟店情報を利用することに同

意するものとします。 

(1) 加盟店等の商号（名称）、所在地、郵便番号、電話（FAX）番号、代表者の氏名、性別、住

所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店等が SBPSに届出た情報 

(2) 加盟店等の申込日、契約日、契約終了日および加盟店等と SBPSとの取引に関する情報 

(3) 加盟店等の電子マネーの取扱状況に関する情報 

(4) SBPSが取得した加盟店等の電子マネーの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報 

(5) 加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報 

(6) SBPS が加盟店等または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住

民票、納税証明書等の記載事項に関する情報 

(7) 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店等に関する情報 

(8) 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店等に関する情報および当該内容につ

いて SBPSが調査して得た内容 

(9) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加
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盟店等に関する信用情報 

2.  加盟店等は加盟店契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、 

加盟申込をした事実、内容について SBPSが利用することに同意するものとします 

3.  加盟店等は、運営事業者または発行者が行う加盟申し込み審査、加盟後の管理等取引上の判

断、および運営事業者が交通系電子マネーの利用促進に関わる業務に利用するために、SBPS

が運営事業者、または発行者に対して加盟店情報を提供することに同意するものとします。 

4.  加盟店は、SBPS、運営事業者、相互利用事業者および発行者が、加盟店契約終了後も業務上

必要な範囲で、法令等および SBPS所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意す

るものとします。 

5.  加盟店は、SBPS、運営事業者、相互利用事業者および発行者が公的機関などから法令等に基

づく開示要求を受けたとき、その他 SBPS、運営事業者、相互利用事業者および発行者が相当

と認めたときには、加盟店情報その他交通系電子マネー取引に関する情報を開示する場合があ

ることを予め承諾するものとします。 

6.  加盟店は、加盟店情報を、SBPS、運営事業者、相互利用事業者および発行者が ICカード等

の普及促進活動に利用することに同意するものとます。 

  

 （加盟店情報の取扱いに関する不同意） 第29条

SBPS は、加盟店等が加盟店契約の申込に必要な事項の記載を希望しない場合、または加盟

店情報の取扱いについて承諾できない場合、加盟店契約の締結等を断ることや、解約またはサ

ービスの停止等の手続きをとることがあるものとします。 

 

 （個人情報の開示・訂正・削除） 第30条

加盟店等の代表者は、SBPS に対して、個人情報保護法に定めるところにより、自己に関す

る個人情報を開示するよう請求することができるものとします。 

2.  SBPS は、SBPS に登録されている個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場

合、速やかに訂正または削除の措置をとるものとします。 

3.  SBPS に登録されている情報の開示・訂正・削除に関するお問合わせ先は、以下のとおりと

します。 

ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社 個人情報管理窓口 

住所：東京都港区東新橋一丁目 9番 2号 汐留住友ビル 25階 

E-mail：privacy@sbpayment.jp 

 

第7章 一般条項 

 

 （業務委託） 第31条

加盟店は、加盟店契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託（数次委託を含

むものとします、以下「委託先」といいます）する場合、事前に SBPSに届出て書面による承

諾を得るものとします。 

2.  加盟店は、SBPS の承諾を得て業務の委託を行う場合、委託先（数次委託の場合はその全て

を含むものとします）に対し加盟店契約を遵守させるものとし、委託先の行為について一切の

責任を負うものとします。 

3.  加盟店は、委託先が、委託業務に関連して SBPS、運営事業者または発行者に損害を与えた

場合、委託先と連帯して SBPS、運営事業者または発行者の損害を賠償するものとします。 

4.  加盟店は、委託先を変更する場合、SBPSの書面による事前の承諾を得るものとします。 
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5.  SBPS は、本規約の規定に基づいて行う業務の全部または一部を SBPS の責任において加盟

店契約と同等の義務を課すことにより第三者に委託できるものとします。 

 

 （届出事項の変更） 第32条

加盟店は、以下に定める事項に変更が生じた場合（交通系電子マネー取扱店舗に関する情報

を含むものとします）、SBPS に対し、直ちに SBPS 所定の方法によりその旨を SBPS へ通知

するものとします。 

(1) 法人等に係る情報 

商号（名称）、所在地（住所）、郵便番号、電話（FAX）番号、メールアドレス、指定振込

口座、主たる営業所等 

(2) 代表者に係る情報 

代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等 

(3) 商品等に係る情報 

取扱商材、販売方法、役務の種類、提供方法等 

(4) その他 SBPSの指定する情報 

2. 加盟店は、以下の各号に該当する事項が発生したとき、またはそのおそれがあるときは、直ち

に SBPSに通知するものとします。 

(1) 営業の全部または一部の譲渡、合併、その他経営上の重要な変更 

(2) 第 36条（契約解除等）第 1項各号の事由 

3.  加盟店が前 2 項に定める通知を怠った場合において、SBPS からの加盟店に対する通知、送

付書類等が延着または到着しなかった場合、通常到着すべきときに到着したものとみなします。 

4.  加盟店が第 1 項および第 2 項に定める通知を怠ったため、SBPS から加盟店への支払いが遅

延した場合、通常支払われるべき時期に支払われたものとみなします。 

 

 （差押等の場合の処理） 第33条

SBPS は、加盟店契約に基づき加盟店が SBPS に対して有する債権について、第三者から差

押、仮差押、滞納処分等があった場合、当該債権を SBPS所定の手続きに従って処理すること

ができるものとし、SBPS は当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものと

します。 

 

 （地位の譲渡等の禁止） 第34条

加盟店は、加盟店契約上の地位を移転し、または加盟店規約により生じた自己の権利義務の

全部もしくは一部を第三者に譲渡し、もしくは第三者の担保に供してはならないものとします。 

2.  SBPS は、加盟店に対して、3 ヵ月前までに文書で通知のうえ、加盟店契約上の地位の全部

もしくは一部、または加盟店契約により生じた自己の権利義務の全部もしくは一部を第三者に

譲渡することができるものとします。 

 

 （有効期間） 第35条

加盟店契約の有効期間は、加盟店契約の成立の日から翌年 3月 31日までとします。ただし、

期間満了の 6ヵ月前までに加盟店または SBPSのいずれからも特段の申し出がない限り、加盟

店契約は自動的にさらに 1年間延長するものとし、以後も同様とします。 

2.  前項の定めにかかわらず、加盟店または SBPS は、6 ヵ月前までに相手方に対し書面で通知

することにより加盟店契約を解除できるものとします。 

3.  加盟店は、加盟店契約が終了した場合には、直ちに加盟店の負担においてすべての加盟店標

識を取り外すとともに、SBPS から交付されていた取扱関係書類ならびに印刷物の一切を速や
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かに SBPSの指示にしたがい破棄するものとします。なお、加盟店の端末については、端末に

関する規約ならびにその取扱いに関する規定の定めるところに従い返却するものとします。た

だし、交通系電子マネー以外の決済サービスとの共用加盟店端末の場合は、別途加盟店と SBPS

で協議するものとします。 

 

 （契約解除等） 第36条

加盟店および SBPSは、相手方が以下の事項に該当する事由が生じた場合、何ら催告するこ

となく直ちに加盟店契約の全部または一部を解除できるものとします。 

(1) 営業の取消、営業停止等の処分、支払停止、支払不能、租税滞納処分または会社更生、破

産、民事再生手続、その他特別清算もしくはこれらに類する手続開始の申立てのあった場

合。 

(2) 第三者より強制執行、仮差押、仮処分または競売の申立てがあった場合。 

(3) 手形または小切手が不渡りになった場合。 

(4) 資産状況が悪化したと判断すべき合理的な事由が発生した場合。 

(5) 解散、合併、分割または事業の全部もしくは重要な一部を譲渡した場合。 

(6) 加盟店が個人であるときは、死亡した場合、または後見開始、保佐開始もしくは補助開始

の審判を受けた場合。 

(7) 加盟店が所在地または住居を日本国外に移転した場合。 

(8) 特定商取引に関する法律、消費者契約法、その他の法令に違反した場合。 

(9) 相手方の営業または業態が公序良俗に反すると判断した場合。 

(10) 相手方が自己の信用を失墜させる行為を行ったと判断した場合。 

(11) 加盟店が電子マネー取引制度を悪用していることが判明した場合。 

(12) 換金を目的とする商品等の販売、架空売上の立替払い請求、その他加盟店が不正な行為を

行ったと SBPSが判断した場合。 

(13) 加盟店の電子マネー取引について、偽造・盗難・無効等によるカードの不正利用の割合が

高いと SBPSが判断した場合。 

(14) 加盟店契約の申込時および第 32 条（届出事項の変更）の変更時に虚偽の事項を通知した

ことが判明した場合。 

(15) 相手方が、所在が不明になった場合。 

(16) 第 34条（地位の譲渡等の禁止）第 1項に違反した場合。 

(17) 加盟店が本規約に定める手続きによらずに電子マネー取引を行った場合。 

(18) SBPSとの他の契約において、その契約解除事由に該当した場合。 

(19) 本規約に定められた SBPSの調査に協力しない場合（虚偽の回答をなした場合を含むもの

とします）、または本規約に定められた SBPSの指導、要請等に従わない場合。 

(20) 相手方の支払いが延滞した場合。 

(21) 加盟店が 1年以上継続して電子マネー取引を行っていない場合。 

(22) 運営事業者または発行者から加盟店契約解除の通知・要請があった場合。 

(23) その他、本規約を含む加盟店契約に違反した場合、または加盟店として不適当と SBPSが

判断した場合。 

2.  加盟店が前項各号のいずれかの事態が発生した場合、加盟店契約を解除するか否かにかかわ

らず、SBPS は、支払いの取消しまたは支払いを保留することができるものとします。この場

合 SBPS は、第 22 条（電子マネー取引精算金の支払いの取消しおよび留保）に準じて処理す

るものとします。 

3.  加盟店および SBPSは、第 1項により加盟店契約の全部または一部が解除された場合、相手

方に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとし
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ます。 

4.  SBPSは、加盟店が第1項各号のいずれかに該当すると、具体的に疑われる場合、その他SBPS

が必要と判断した場合、電子マネー取引精算金の支払いの停止を含め、加盟店契約上の一切の

取引を一時的に停止することができるものとします。 

5.  加盟店は、以下の事項に該当する場合、加盟店契約に基づく電子マネー取引を行うことがで

きない場合があることを承諾するものとします。  

(1) 天災、停電、通信事業者の通信施設設備障害、コンピュータシステムまたはネットワーク

システムの障害異常、戦争等の不可抗力により電子マネーの取扱いが困難であると SBPS

が判断した場合 

(2) 電子マネー取引を行うために必要な機器類（端末機を含む）、ソフトウェアおよび通信回線

（以下、本条において「機器類等」といいます）に瑕疵、欠陥があった場合、機器類等が停

止した場合、機器類等が加盟店に配布されなかった場合その他機器類等に関する何らかの

支障等があった場合 

(3) コンピュータシステムまたはネットワークシステムの保守等が必要であるとSBPSが判断

した場合 

 

 （反社会的勢力の排除） 第37条

加盟店および SBPSは、相手方に対し、現在、自己および自己の代表者、役員その他の実質

的に経営を支配していると認められる者が、次の各号のいずれ（以下、本条において「暴力団

員等」といいます）にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確

約するものとします。 

(1) 暴力団 

(2) 暴力団員および暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者 

(3) 暴力団準構成員 

(4) 暴力団関係企業 

(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 

(6) その他前各号に準ずる者 

2.  加盟店および SBPSは、相手方に対し、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明

し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 

(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 

(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 

(3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってす

るなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 

(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認め

られる関係を有すること。 

(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を

有すること。 

3.  加盟店および SBPSは、相手方に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行

為を行わないことを確約するものとします。 

(1) 詐術、 暴力的な要求行為 

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

(4) 風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の

業務を妨害する行為 

(5) その他前各号に準ずる行為 
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4.  加盟店および SBPSは、自己の委託業者（再委託契約が数次にわたるときには、そのすべて

を含むものとし、以下本条において同じとします）が第 1 項各号および第 2 項各号に該当しな

いことを確約し、将来も該当しないことを確約するものとします。 

5.  加盟店および SBPSは、自己または自己の委託業者が、暴力団員等から不当要求または業務

妨害等の不当介入を受けた場合には、これを拒否し、または委託先業者をしてこれを拒否させ

るとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を相手方に報告し、相手方の

捜査機関への通報および相手方の報告に必要な協力を行うものとします。 

6.  加盟店および SBPSは、相手方（委託業者を含むものとします）が第 1項または第 2項のい

ずれかの一つにでも該当すると疑われる合理的な事情がある場合には、相手方に対し調査を求

めることができ、相手方はこれに応じるものとします。また、加盟店および SBPSは、自らが

第 1 項または第 2 項のいずれかの一つにでも該当し、または該当するおそれがあることが判明

した場合、相手方に対し、直ちにその旨通知するものとします。 

7.  SBPSは、加盟店が第 1項、第 2項もしくは第 4項に該当もしくは表明・確約に関して虚偽

の申告をしていたことが判明した場合、または第 3 項に違反している疑いを認める場合、電子

マネー取引の精算を含め、加盟店契約上の一切の取引を一時的に停止することができるものと

します。 

8.  加盟店および SBPSは、相手方が第 1項から第 5項に該当、違反または表明・確約に関して

虚偽の申告をしたことが判明した場合、相手方への事前通知なく直ちに加盟店契約上の一切の

取引を停止し、加盟店契約を解除することができるものとします。この場合、SBPS は、電子

マネー取引の精算の取消しまたは支払いを保留することができるものとし、第 22条（電子マネ

ー取引精算金の支払いの取消しおよび留保）に準じて処理するものとします。なお、加盟店お

よび SBPSは、相手方が本条に基づき契約を解除した場合、本条に違反した相手方に損害が生

じても、 賠償責任を負わないものとします。 

9.  前項に基づき加盟店契約が解除された場合、加盟店契約を解除された相手方は、加盟店また

は SBPSに対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するも

のとします。 

 

 （損害賠償） 第38条

加盟店契約の履行に関し、加盟店または SBPSが自己の責に帰すべき事由により、相手方ま

たは利用者に損害を与えた場合は、直接の結果として現実に生じた通常の損害を賠償する責任

を負うものとします。ただし、運営事業者または発行者が、加盟店側に生じた事由に起因して、

SBPSに違約金、反則金等（名称の如何は問わないものとします）を課すことを決定した場合、

加盟店は、SBPS の請求に応じて違約金、反則金等と同額の金銭を SBPS に支払うものとしま

す。 

 

 （遅延損害金） 第39条

加盟店および SBPSは、本規約に定める債務の支払いを遅延した場合、当該債務の金額に対

して、支払期日の翌日から起算し、実際に支払いのあった日まで年利率 14.6%の遅延損害金を、

相手方に対し、支払うものとします。この場合の計算方法は、年 365日の日割り計算とします。 

 

  （契約終了後の措置および残存条項） 第40条

加盟店契約が終了した場合、加盟店はその利用者に対して電子マネー取引を行う等、電子マ

ネーの取り扱いを一切行ってはならないものとします。 

2.  加盟店契約が満了した場合、または第 36条（契約解除等）に基づく解除により加盟店契約が

終了した場合でも、加盟店契約終了時点までに行われた電子マネー取引は、有効に存続するも
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のとし加盟店契約終了後もなお、本規約の適用を受けるものとします。 

3.  加盟店契約終了後といえども、第 9条（端末等）、第 10条（調査・協力）、第 22条（電子マ

ネー取引精算金の支払いの取消しおよび留保）、第 23条（秘密保持）、第 24条（個人情報等の

管理責任）、第 6 章（加盟店情報の取扱い）、第 33 条（差押等の場合の処理）、第 34 条（地位

の譲渡等の禁止）、第 38条（損害賠償）、第 39条（遅延損害金）、本条、第 41条（分離可能性）、

第 42条（準拠法）、第 43条（合意管轄）および第 44条（協議解決）については、なお効力を

有するものとします。 

 

 （分離可能性） 第41条

本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された

場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された条項のう

ちの当該無効または執行不能以外の部分は、継続して完全に効力を有するものとします。 

 

 （準拠法） 第42条

加盟店契約の準拠法は、日本法とします。 

 

 （合意管轄） 第43条

加盟店契約に起因し、または関連する一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡

易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

 （協議解決） 第44条

本規約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、両者で信義誠実の原則に従っ

て協議し、円満に解決を図るものとします。 

 

 

制定 2018年 10月 19日 

改定 2019年  1月 1日 

改定 2019年 11月 29日 

改定 2020年 3月 2日 
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■別表第１号 

運営事業者名 交通系電子マネー名 

西武鉄道株式会社 PASMO 

 

■別表第２号 

他社交通系電子マネー名 相互利用事業者名 

Kitaca 北海道旅客鉄道株式会社 

Suica 東日本旅客鉄道株式会社 

TOICA 東海旅客鉄道株式会社 

PASMO 株式会社パスモ 

manaca 株式会社名古屋交通開発機構および株式会社エムアイシー 

ICOCA 西日本旅客鉄道株式会社 

はやかけん 福岡市交通局 

nimoca 株式会社ニモカ 

SUGOCA 九州旅客鉄道株式会社 
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